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いる事例注1）の概要を紹介するものである．

2――監督者からみた空港サービスに対する質的

評価導入の意義と事例

2.1 空港経営にとってのサービスの質に対する評価の意義

2.1.1  空港経営の分離・独立化と監督者の役割

成田国際空港，関西国際空港，中部国際空港を除き，

わが国の空港経営は，空港の設置・所有者である国また

は地方自治体の一行政部局である管理部門によって運営

されており，単独の事業としてみた空港経営およびこれに

対する監督は，行政機関内部の業務として行われてきた．

このことは，決定された施設整備事業を効率的に遂行

することで有利な反面，完成後の経営など，その他の行政

機関と共通する一般的な問題点11）12）13）14）を内包している．

すなわち，空港経営部門が監督機関でもある行政機

関の一部門として空港の運営が行われることによって，空

港経営による損益が他部門と調整されること，独自の組

織運営がし難いことなど，空港単独の経営としての効率

化のインセンテイブが阻害されることとなる．

これに対し，海外諸外国でみられるように15）16）17）18）19），

組織の監督者からの分離により民間企業の経営手法を

導入・応用することで，空港経営財務の独立化による透

明化を進め，空港単独事業としての自立性のある効率的

な経営形態を期待することができる20）21）．

しかし，独占的市場である空港の経営において，経営

の効率化を高める一方で，監督者は空港経営の本来の

使命である以下に関し，これらを担保するための監督・

指導することが求められる．

① 航空旅客をはじめとする空港利用者への安全，公正，

適切なサービスの提供

1――はじめに

近年，新たに整備された地方空港を中心とし，空港の

経営採算性が危惧される例がみられ，空港整備・運営

の財務に着目した空港経営の効率化が課題となってい

る1）2）3）4）5）6）7）8）．空港経営効率化の方法として，成田国

際空港の民営化，東京国際空港国際線ターミナル整備に

おけるPFI手法の導入などにみられるように，空港経営主

体を空港所有者，監督者から分離・独立化し，自立化を

促す方法の導入が進められてきている．

この一方で，世界に先駆けて空港経営の民営化を進

めてきた英国においては，財務的健全性，効率性の確保

とあわせ，サービスの質を担保するための方策が議論さ

れてきている．航空会社による顧客重視のマーケテイン

グが進められている中で9）10），空港の財務的経営の問題

とあわせ，空港経営の本来の目的である公共性の高い

サービスを提供することが求められている．特に，空港

サービスの享受者は航空会社やコンセッショネイアー，

フォワダー等の空港施設利用者と，エンドユーザーであ

る航空旅客等，多様である．

このために，関係者の共通認識のもとで，空港サービス

の水準を維持するための方法（ルール）が問題となっている．

海外の空港においは，1990年代初頭から空港経営に関

係する監督者および空港経営者，航空会社の各々の立場

から，空港サービスに対する質的評価手法または指標等に

関する提案あるいは実施がなされてきている．これらの手

法や指標は各々の立場からその内容が若干異なっている．

本論は，エンドユーザーである航空旅客に対するサー

ビスの質的評価を中心とし，監督者，空港経営者，航空

会社の各々立場からなされている空港サービスに対する

質的評価の意義，位置付けを考察し，提案や実施されて

空港経営におけるサービスに対する質的評価指標の事例
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② 地域経済の発展への貢献と地域社会との共生

③ 公正で透明性のある管理のもとでの健全で効率的・

活力のある運営の実行

特に，不透明で不健全な経営，ならびに経営が不当な

利益をあげることを防止し経営収益の適正性を監督・指

導することが重要な課題となる．

また，総括的かつ中長期的な観点からの方向性・指針

のもとで，社会資本である空港施設の運営・維持を空港

経営者に嘱託し，空港経営者に対する経営改善指導を

行うとともに，経営の健全性，持続性を担保するための

支援・援助を行うことも，監督者に求められる．

2.1.2  空港経営者に対する監督・指導の手法

空港経営者に対する監督・指導を実行するために，管

理者の任命制度や株式の所有等による方法が用いられ

ているが，監督・指導の実効性を高める方法として，活

動業績を目標に照らして評価する行政評価の手法があげ

られる．行政評価手法に期待される効果として，

・活動の実績が目標に照らしてどの程度達成されたのか

を明確にすることにより，目標を指向する活動を促進

し，経営の効率化を促進すること

・活動業績や目標を示すことにより，地域住民や利用者

に対して一層のアカウンタビリティ（説明責任）を向上さ

せること

があげられる22）．

この中で，活動の目標や業務の実績を評価するための

指標が問題となる．すなわち，財務的経営の効率性と言

う観点から財務指標が中心的指標となるが，サービスの

質に対する評価を取り込んだ指標が課題となる．

さらに，活動の実効性を高める方法として，サービス

の質に対する評価を取り込んだ指標を活用し，空港経営

者に対しインセンテイブを与える方法があげられる．

例えば，サービスに関して，サービス水準の評価が目

標に達しない場合に，空港経営者に対して何らかのペナ

ルテイを科す方法があげられる23）．あるいは，財務上問

題が無い場合，収益は空港経営者に帰すものとするが，

財務上の問題がみられる場合には，空港経営者による経

営改善計画の提示を求める．あるいは，当初の予測に対

する需要の減少の原因が空港経営者の経営責任による

ものではないとの証明のもとに，監督者（委任・委託者）

が経費に対する支援または補填の責務を担う，いわゆる

PFIでのリスク・アロケーション方法のひとつである，最

低交通量保障方式24）等があげられる．

これらのいずれの場合にも，判断基準となる指標およ

びそれらの目標水準の設定が問題となる．前者の例とし

てロンドン/ヒースロウ空港のサービスの質に対する英国

運輸省の規定があげられる．また，空港経営者を対象と

した例ではないが，能登空港などで行なわれている航空

会社に対する支援25）は後者の考え方に近いものである．

2.2 海外空港におけるサービス評価基準の事例

ここでは，空港経営者を監督・指導する立場を反映し

た空港サービスに対する評価基準の例として，バンクー

バー空港およびヒースロウ空港の事例を紹介する．

2.2.1  バンクーバー国際空港のパフォーマンス・レビュー26）27）

バンクーバー国際空港は，1 9 9 2年に政府から

Vancouver International Airport Authority（the Authority）に

その経営が委託された．これに伴い the Authorityが

5年間にわたる空港のパフォーマンスを自ら見直し公開

すことが義務づけられている．これを受け，1998年およ

び2003年に the Authorityによる委託のもとで民間コン

サルタントによる過去5年間に関する空港パフォーマンス

のレビューがなされている．

1998年報告書では，レビューに際しての評価の視点とし

て，①公共の利益にとって空港を如何に安全で効果的に

管理および運営したか，②ブリテイッシュ・コロンビア地域

の経済発展にthe Authorityが如何に貢献したかをあげ

ている．報告書ではこれらの視点のもとで，the Authority

に対する監督組織体制，コミュニテイとの連携体制・状況

等の広範囲に渡るレビューを行い，さらに，パフォーマン

ス改善のための今後の取組みの方向性を提言している．

ここでは，レビューされている項目構成，および，質的評

価にかかわる顧客サービス項目の取扱いの概要を紹介する．

（1）レビュー項目

レビュー項目は表―1に示す4分野にわたり整理され

ている．

（2）顧客サービスの評価

前記表―1に示すとおり，分野2の運営に関する事項と
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分野1：管理とアカウンタビリテイ
・the Authorityを管理する委員会の体制・制度，任命制度
・コミュニテイとの連携体制

・策定済の将来計画

・地域社会への経済波及効果

・オープンスカイや貨物取扱いに関する規制見直し等の戦略的取組み

分野2：運営
・資産運用

・人材育成

・情報・管理体制（会計監査）

・財務および損害請求に対するリスク・マネジメント体制

・顧客サービス体制（顧客調査，パフォーマンス・ベンチマークの導入，革

新的取組み，航空会社等サービス提供者との連携）

・市場開発の取組み

・法規等の遵守状況

分野3：運用
・設備の情況と維持管理体制

・安全性の状況と保安体制

・環境の状況と運営体制

分野4：財務状況と国際的比較
・財務目標に対する業績（市場からの運営資金の確保，収益性確保，追加

的設備投資，有利な融資の確保，効果的資産運用計画の策定）

・その他の財務指標（長期借入，債券等の運用状況）

・財務指標による他空港との国際比較

■表―1 バンクーバー国際空港パフォーマンス
レビュー項目
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して，顧客サービスがあげられている．顧客サービスの評

価は以下の3つの視点の下で，顧客満足度調査結果を踏

まえたパフォーマンスに対するベンチマークを設けている．

① 顧客サービス重視の運営

② 従業員，コンセッション，テナント，サービス提供者による

サービスの質および料金に見合った質の提供への貢献

③ 地域社会ニーズへの速やかな対応

また，パフォーマンス・ベンチマークでは，‘空港顧客グ

ループ’として，航空旅客，サービス提供者，および，周辺

地域社会を対象に，サービス目標を設定している．例え

ば，航空旅客82％が顧客満足度で5以上（平均で4.2以上）

となること，航空会社のオペレーションに関連するボーデ

イング・ブリッジやバゲッジ・システムが98％使用可能で

あること，旅客に関連するエレベーターやインフォメーショ

ン・システム等が98％使用可能であることなどである．

2.2.2  ヒースロウ空港等に対する英国政府のサービス評価基準28）

ヒースロウ空港，ガトウイック空港，および，マンチェス

ター空港の空港使用料に対し，空港法によってCAA（Civil

Aviation Authority）によるプライス・キャップの設定が規

定されている29）．1996年の見直しにおいて，CAAは3空

港の活動に対する再調査結果を毎年定期的に公表して

いくものとした．この際に，プライス・キャップ設定規則の

中に質に関する基準が欠如していることが指摘され，3

空港を対象としたservice level agreements（SLAs）の活

用が提案された．さらに，2003年には顧客満足度指標を

用いた新たな基準が設けられている．

ここでは，顧客満足度指標の導入に至るまでのサービ

スの質に対する基準に関する主な議論と，顧客満足度指

標の概要を紹介する．

（1）サービスの質に対する基準導入に関する考え方30）31）

ここでは2003～2008年の期間を対象とするプライス・

キャップの設定見直しにおいて注2），サービスの質を導

入することを提起しているCAAによる報告書と，当報告

書へのBAAによる反論をもとに，サービスの質に対する

基準導入に関する1996年以降のサービスの質に対する

基準の考え方を整理する．

CAAはサービスの質に関する基準として，計画指針，

サービス水準に対する取り決め，および，航空旅客に対

する調査に基づく基準の3種類を提示している．これら3

種類の基準に対するCAAおよびBAAの認識は以下のと

おりである．

① 計画指針（Planning Guidelines）

CAAは，BAAが施設計画作成に用いる計画指針

（Guidelines）として採用してきた計画基準（standards）に

ついて，以下のように整理している．

計画基準は所要の需要規模に対応した施設規模の設

定方法を示したものである．1999年11月にBAAはそれま

での標準的な面積規模や所要時間ではなく，旅客満足度

を目標値として導入することについての提案を行った．し

かし，異なったニーズへの対応や新たな技術の導入等

による空間活用の変化の可能性への考慮から，航空会

社等からの合意が得られず，引き続き，時間および面積

による手法を継続しているとしている．

一方，上記のCAAの認識に対しBAAは，計画基準は

施設規模の決定に使用するものであるが，運用状況をモ

ニターするためのものではなく，また，拘束的なものでは

ないとしている．

② サービスの質に関する満足度調査（QSM：quality of

service monitor）

BAAは航空旅客による満足度の動向を把握するととも

に，問題点を特定する診断方法として，1990年代初頭か

ら独自の調査として，サービスの質に対する航空旅客を

対象とした5段階評価による満足度調査を行ってきている．

CAAはBAAの満足度調査の実績を踏まえ，付属資料

において13分野35項目の評価項目を提示するとともに，

BAAによる調査結果の事例として出発客を対象とした

表―2を示している．

一方，BAAは航空旅客によって知覚された評価を把握

することが重要であり，サービスを評価する唯一の方法で

あるとの認識を示している．ただし，CAAによって提示さ

れた評価項目が出発客を対象とした項目であるのに対し，

BAAは到着客や売店，ケータリング等の観点を踏まえた

様々な観点からの調査を行っていることを付記している．

③ サービス水準に関する取り決め（SLAs：Service Level

Agreements）

SLAsは航空会社とBAAとの間で取り決めた，空港が

提供する施設サービスに関する基準値である．BAAと航

空会社とによるSLAsに関する話し合いは1993年から行

われ，1995年に英国航空との間で試験的な取り決めが

なされた．その後，1999年6月までに駐機スポット，ボー

デイング・ブリッジおよびピープル・ムーバーの各使用可

能率と，安全検査の列に関するSLAsがあった．2000年3

月にCAAはサービスの質の改善につながるようSLAsの実

施に関する見直しを示し，基準，計測方法，および，対
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 項目 

清潔性 

援助設備 

円滑性 

快適性 

混雑 

BAAスタッフ 

1995
 

3.9
3.9
4.1
3.8
3.5
4.0

1996
 

3.9
3.9
4.0
3.9
3.5
4.0

1997
 

3.8
3.9
4.0
3.9
3.5
4.0

1998
 

3.8
3.9
4.0
3.9
3.7
4.0

1999
 

3.8
3.8
4.0
3.9
3.6
4.0

年 

■表―2 ヒースロウ空港に対するQSM（quality of service
monitor）結果
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象施設に関する改善を求めている．この中で，最も議論

を呼んだ問題は，質の低さに対する罰則金の制度導入

に関するものであった注3）としている．

一方，BAAは，航空会社からは既往の取り決めに対す

る罰則金制度の導入を要請されておらず，また，追加の

取り決めに関する関心も低いと反論している．

④ 質的評価方法の問題点と課題

空港サービスに対する質的評価方法の問題点および

課題に関し，CAAは2000年3月の報告書で，以下のよう

に総括している．

①計画指針，②旅客満足度調査，③SLAsによる，これ

までの質に関する3種類の基準は，空港経営者にとって

有用な情報を提供してきたが，これらが統合された満足

できる質の基準を示すものではないとしている．

SLAsは質に関するいくつかの側面のみを対象としてお

り，系統だっておらず，これらを統一して取扱うことは困

難であるとともに，結果の評価よりも実施の可能性に重

点を置いているものであると評価している．

また，旅客満足度調査はより系統だっているものの，客

観的評価ではなく，旅客の主観的要望によっているもの

であるとともに，質と費用との関係については言及され

ていないと評価している．

SLAsおよび旅客満足度調査が持つそれぞれの欠陥を

顧み，また，空港における機能を再認識し，質の領域と

して，①時間費用を導入できる要素（旅客，手荷物，貨

物の移動にかかわる時間），②時間費用に換算できない

他の要素（清潔さ，快適性，着席可能生，移動補助機能

等）とに分けられるとしている．

ただし，計測方法，遅延に対する取扱，および，サービ

スの質に対する評価に関し，表―3の課題を提起している．

（2）導入された基準32）

前記の議論,および公正取引委員会による答申を踏ま

え，CAAは2003年5月に以下の新たな基準を設けている．

すなわち，ヒースロウ空港とガトウイック空港において，

サービスの質に対する評価が基準に満たない場合，以

下の算定方式に基づく“割戻金（rebate）”を航空会社に

支払うこととしているものである．

① 年間割戻金割合の算定

年間割戻金の割合を，①設備の稼動水準による評価

に基づく割戻割合（RebateA）と，②旅客の満足度評価に

基づく割戻割合（RebatePAX）との和による次式によって

求めるものとしている．

年間割戻金割合 = Uplift×（ RebateA + RebatePAX ）（1）

Uplift = 1.33（2004年3月31日まで）

1.00（2004年4月1日以降）

② 設備稼動水準および旅客満足度による評価に基づく

割戻し割合（RebateA，RebatePAX）

表―4および表―5に示す項目に関し，月毎の評価

値の年間平均値が基準を満たさない場合，割戻割合

を次式で求めるとしている．すなわち，エプロン・スポ

ットなど7項目に対し，設備稼動率等で示された基準

値を満たない場合，各項目に設けられた重みの和を

ΣMaximumPenaltyPoints（ヒースロウ空港の場合33）で

割った割合，および，同様にして4項目の旅客満足度の基

準から求めた割合をもとに割戻割合を算定している．

（2）

（3）

MaxRebateA：2年目まで1.5，3年目以降2.5

Xij：指標iが基準値を満たす場合0，満たさない場合1

Wi：項目iに設定された重み

ΣMaximumPenaltyPointsA：ヒースロウ空港33

ガトウイック空港36
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計測方法 

・最小移動時間を観測できる計測方法の開発 

・最小移動時間における空港経営者が係る責任範囲の特定化方法 

・質に関係する時間価値の簡便な計測方法 

遅延に対する取扱 

・遅延発生要因に対する監督基準の必要性の有無 

・必要な場合の現在の基準策定作業への盛り込み方法 

サービスの質に対する評価 

・重み付け 

・金額換算方法 

・サービスの質の定義を行う上での旅客満足度調査の役割 

・満足度調査結果が利用者によって取扱が変わる可能性があること 

・旅客にとって特に関心のある質の項目 

・航空会社にとって関心のある項目 

・旅客，手荷物，貨物を関係付ける項目があるのかどうか 

■表―3 質的評価の基準化にかかわる課題

          項目 

エプロン・スポット 

搭乗橋 

ピア/フィンガー 

電源設備 

ピープル・ムーバー 

安全検査 

バゲッジ・クレーム 

           単位 

時間稼動率 

 

利用者可能割合 

時間稼動率 

10分以下の待ち時間 
時間稼動率 

 基準値注1 

98％
97％
90％
98％
98％

最低95％
98％ 

1.20
1.20
1.00
0.60
0.15
0.60
1.00

重み注2

 
注1：利用可能な割合を時間等の単位をもとに算出した値 
注2：月単位 

■表―4 設備稼動水準に関する評価指標および基準値と
重み（ヒースロウ空港）

               項目 

搭乗待合室座席利用可能性 

清潔さ 

案内表示/経路の分り易さ 

フライト・インフォメーション 

単位 

満足度評価 

  

3.6

3.7

3.8

4.0

 基準値注1

1

1

1

1

重み注2

注1：5段階による満足度評価値 
注2：月単位 

■表―5 旅客満足度による評価指標および基準値と重み
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③ 旅客満足度評価方法

旅客による満足度評価を，各評価段階に“Average”，

“Extremely poor”などのアンカー・ラベルを付した5段

階評価を用い，表―6の方法で行っている．

3――空港経営者からみた空港サービスに対する

質的評価導入の意義と事例

3.1 空港経営者にとっての空港サービスの質的評価の意義

空港経営者は前述した監督者，航空会社をはじめとす

る関係者からの要請等に答えることとあわせ，これらを

空港経営者として運営に反映し，サービスを提供しなけ

ればならない．特に，空港利用者のエンド・ユーザーの

ニーズに対応した的確なサービスの提供を，効果的・効

率的に遂行することへの配慮が不可欠である．空港のエ

ンド・ユーザーに対する直接なサービス提供は，空港経

営者とあわせて，空港機能の中心的な役割を担う航空

会社とその他のレストランやアクセス交通関連事業者等，

多様な関係者によってなされる．このため，空港経営者

はこれら関係者との円滑かつ協調的な関係のもとで，施

設使用料に対する優遇措置，料金制度，ペナルテイ等，

エンド・ユーザーのニーズを踏まえたサービス提供を誘

導するための施策を導入していくことが必要である．こ

のためには各種の立場を有する関係者との良好な関係

性と共通の目標認識を形成することが肝要であり，サー

ビスの質に対する客観的な評価が有効な指標となる．

また，空港経営者に対しては，空港経営の分離・独立

化に伴い，航空会社に対して他の空港と異なる特徴ある

条件を提示するなど，横並びではない空港独自の基準や

考え方が求められる．

上記の関係者との共通目標認識の形成や空港の独自

性の提示にとって，空港サービスに対する客観的評価

データは有効な指標となる．

さらに，目標水準を示す指標として，空港運営に携わ

るスタッフのモチベーション向上の方法としての活用が

期待できる注4）．

3.2 ACIによる現状調査と提案33）

空港経営者によって構成されている国際的組識であ

るACI（Airports Council International）は，1998年に加

盟している空港に対し，採用している空港サービスの評

価指標の現状に関してアンケート調査を行っている．ACI

は得られた120空港からの回答をもとに，ISOへの対応を

考慮した空港サービスに対する評価・計測方法のあるべ

き方向性についてとりまとめている．

ここでは本報告書の概要を紹介する．

3.2.1  空港の顧客およびサービスに関する分析

空港サービスの対象として以下の整理を行っている．

（1）空港の顧客

空港の顧客として以下をあげている．

○航空会社

・空港の第1義的顧客であるとしている

・航空会社は，定期便運航会社，チャーター便運航会社，

低価格会社など形態が別れ，サービスの質が異なる

（例えば，「低価格航空会社にとって高質のサービスは

希望されない」としている）

○旅客

・旅客は航空会社にとっての顧客であり，空港にとって

は直接的な顧客ではないものともいえるが，ターミナル

ビルにおいて時間を過ごし，設備を使用するものであ

り，ターミナルビルは旅客の要望に対応すべく設計さ

れ，直接的なサービスを提供しているとしている

○コンセッショネイアー

○送迎者

○その他（ホテル利用者等）

（2）空港のサービス

空港でのサービスとして表―7の項目をあげている．
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                項目 

搭乗待合室座席利用可能性 

清潔さ 

 

 

 

 

案内表示/経路の分り易さ 

 

 

フライト・インフォメーション 

評価値算定方法

出発待合室での着席の容易性に対する評価値

出発旅客に対する，チェックイン・ロビー，ト

イレ，出発待合室に対する評価，および，到

着旅客に対する到着コンコースおよびトイレ

に対する合計5項目に対する評価の，回答割
合による荷重平均で算出

出発旅客および到着旅客に対し経路の分り易

さに関し質問し，回答者割合による荷重平均

で算出

フライト・インフォメーションの見つけ易さ，判

読し易さ，理解し易さの3項目に対する評価
の単純平均で算出 

■表―6 評価項目と評価値算定方法

共通項目 

・サイン，案内表示　　　　　　　　　・インフォメーション 

・アナウンス　　　　　　　　　　　　・歩行時間 

・エレベーター，エスカレーター等　　・スタッフの対応 

・快適性　　　　　　　　　　　　　　・身障者対応 

・トイレ　　　　　　　　　　　　　　・ビジネス・ラウンジ等 

・清潔性 

・容量 

サービス 

　航空会社 

・事務室，デスク 

・チェックイン・デスク，バゲッジ・ベルト等 

・インフォメーション機能 

・地上支援（GSE，ケータリング等） 
・滑走路，エプロン 

・その他技術的支援システム 

　旅客 

・地上アクセス交通ターミナル機能・設備 

・ターミナル設備およびサービス（出発，到着，トランジット，レストラ

ン，バー，売店，ホテル） 

・エアサイド機能・設備（ローデイング・ブリッジ等） 

・航空ネットワーク 

　コンセッショネイアー 

・事務所，店舗エリア等 

　送迎者等 

・地上アクセス交通　・レストラン　・バー　・商業機能 

　その他 

・交通ネットワーク　・会議室　・ホテル　・商業機能 

■表―7 空港サービス項目
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3.2.2  評価指標の現状

サービスの質に対して使用している評価指標の現状に

関するアンケート調査結果の概要は以下のとおりである．

回答が得られた120空港で，待ち時間や列の長さ等の客

観指標のみを用いている空港が52空港，サービスに対す

る満足度等の主観指標のみを使用しているのが74空港，両

指標を併用しているのが38空港という結果になっている．

また，1つの空港で使用している全指標数は，客観指

標では1ないし5または6の指標を使用している空港が

各々7空港と多く，最大では17の指標を使用している空

港が2空港となっている．

主観指標では7ないし13の指標を使用している空港が

各々5空港と多く，最大では63の指標を使用している空

港が1空港ある．

また，空港で使用されている客観指標として空港/ター

ミナルに関し11分野，アクセスに関し2分野あり，合計61

指標が用いられている．主観指標としては空港/ターミナ

ルに関して20分野，アクセスに関し10分野，合計119指

標が用いられており多様である．

これら指標の中で多くの空港で使用されている上位5

項目として表―9があげられる．

3.2.3  計測方法

客観指標と主観指標に分け，計測方法に関する留意

点等を整理している．

（1）客観指標の計測方法

評価基準の適切性の観点から，以下の留意点をあげ

ている．

・計測の実効性

・達成すべき具体的目標あるいは水準

・時間割合や混雑率などの水準に対応する目標値

これらの中で，目標水準は顧客中心の分析に基づいた

ものであることが重要であるとしている．

さらに，調査方法に関し以下への配慮を促している．

・定期的な調査の実施

・実施時期：ピーク/ノンピーク時期

・サンプル：旅客属性の偏り等

・調査員，専門者の参加

（2）主観指標計測方法

主観指標計測方法は顧客満足度を計測するものであ

り，以下に配慮が必要であるとしている．

・モニタリングの時期：季節変動，ピーク時/ノンピーク時

・サンプル数，サンプル・セグメンテーション

・調査実施場所（出発客/到着客）

・専門者の参加

さらに，質問項目に対する配慮として以下をあげている．

・項目数は最大15問程度が妥当である（空港へのアン

ケート調査結果では平均で19問である）

・総合評価を尋ねることが不可欠である

・どの項目が重要かを尋ねることも有効である

・質問の最後に自由解答欄を設ける

・「良い」，「普通」，「悪い」の3択設問は「普通」解答を促す

ことになり避けるべきであり，5択とするのが妥当である

3.2.4  ISO認定におけるサービス項目

空港へのアンケート調査結果およびISO9000の認定状

況を踏まえ，認定において使用されているサービス分野

と項目を整理している．主な分野と項目は表―10のとお

りである．
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アフリカ 

アジア 

欧州 

北米 

大洋州 

南米 

計 

地域 

8
5

50
27
27
3

120

  

2
3

21
7

17
2

52

客観指標 

使用空港数 

2
2

30
17
21
2

74

主観指標 

使用空港数 

回答空港数 

注：アジア地域の回答国はバーレーン，インド，オマーン，スリランカ，アラブ首長国連合 
      の5カ国5空港 

■表―8 回答空港数

客観指標

・チェックイン待ち時間（29空港）
・手荷物引渡し所用時間（28空港）
・入国審査待ち時間または列（21
空港） 

・カート利用可能性（20空港）
・安全検査待ち時間（18空港）

主観指標（満足度評価）

・ターミナルビルの清潔性（37空港）
・案内掲示・経路の分り易さ（36空港）
・空港でのサービスに対する総合的

評価（24空港）
・売店に対する総合的評価（24空港）
・アクセス交通に対する総合的評価

（21空港）

■表―9 世界の空港で使用されているサービス評価指標
（上位5項目）

管理およびターミナル運営 

・すべてのサービス　　　　　　　　・航空交通サービス（航空管制） 

・管理基準　　　　　　　　　　　　・滑走路・誘導路 

・エプロンおよび手荷物エリア　　　・エプロン管理 

・駐機配置および利用可能設備　　　・航空機出発・到着情報 

・航空機の地上運行管理　　　　　　・物流エリア 

・地上支援 

旅客ターミナル 

・総合情報・受付　　　　・駐車場 

・ターミナル・サービス　・旅客，VIP，公共交通および送迎者，報道・広報 
・監視および検査　　　　・清掃 

技術部門 

・エンジニアリング，メンテナンスの地位 

・空港システムおよび設備保全 

・環境管理，環境対策 

セキュリテイ 

・警察，消防　　　　・保安 

・緊急対策　　　　　・職務上の健康・安全 

商業活動 

・マーケテイングおよび交通需要開発 

・コマーシャル管轄部署　　　　・資産管理部署 

・質の確保 

管理・財務・人事部門 

・空港管理責任者　　　　・財務担当部署 

・管理機能　　　　　　　・人事担当部署 

計画・プロジェクト活動 

・プロジェクト管理　　　・計画・整備 

■表―10 空港のISO認定に使用されている主なサービ
ス分野と項目
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4――航空会社からみた空港サービスに対する

質的評価導入の意義と事例

4.1 航空会社にとっての空港サービスの質的評価の意義

航空会社にとって，空港は航空会社の経営戦略や経営

効率化の上で極めて重要な要因であり，空港施設使用

料は重大な関心事となる．

ICAOは着陸料をはじめとする空港使用料基準の設定

方法として，運営経費に見合ったものとする考え方を示

している34）．各空港もこの方針を踏まえ各自の空港使用

料等を設定しているが，実施に当たってはシングル/ダブ

ル・テイルの扱いなどとあわせ，将来計画の見通し等の

計画内容が問題となる．すなわち，空港経営者にとって

は空港使用料等を原資として見込んだ将来計画を策定

する一方で，航空会社にとっては長期的な計画に起因す

る負担からの回避および料金の妥当性が関心事となる．

また，航空会社が顧客重視の営業戦略を高めている

中で35）36），フリークエント・フライヤーに対するラウンジ機

能の充実など，空港は機内サービスとともに差別化した

顧客サービスを提供する場ともなっており，空港使用に

際しての条件の有利性が求められる．

これらを背景に，航空会社によって空港使用条件の改善

要請等がなされるが，その際に，両者の円満な合意を形成

するための透明かつ公正な方法が課題となる．そのため

のひとつの指標として，他空港との比較などを含む，空港

サービスに対するエンドユーザーの評価が有効である．

ここでは航空会社を会員として構成される世界的な機

構である IATA（国際航空運送協会：International Air

Transport Association）が行っている，旅客満足度に関する

調査（Global Airport Monitor）の概要を紹介する注5）．

4.2 IATA旅客満足度調査（Global Airport Monitor）37）

IATAは空港の協力・参加の下で，1992年から毎年，旅

客満足度調査を実施してきている．2002年報告書では

51空港を対象とした約7万人の回答者による調査結果を

報告している．

4.2.1  Global Airport Monitorの背景と目的

Global Airport Monitorの背景として，過去10年間で

空港経営が変ってきたことがあげられている．すなわち，

①‘顧客サービス’に優先度を置くようになってきており，

空港は単なる航空機の搭乗場所としてだけではなく，買

い物，食事，ビジネスなど，より有意義な場所を提供する

ようになってきたこと，②これとともに，空港経営の収入

において非航空部門の収入が増加してきており，空港経

営において顧客の満足の最大化を目指すようになってき

ていることである．このような背景のもとで，空港経営に

かかわるGlobal Airport Monitorの活用領域として以下

があげられている．

・空港におけるサービスレベルの経年的監視

・空港におけるサービスレベルの世界の空港との比較

・市場に対するサービス分野の優先順位の把握

・改善部分の把握

・サービスおよび設備・施設の改善効果の計測

・サービス・レベルの目標設定

・調査結果の公表による職員の労働意欲の向上

4.2.2  調査実施方法

国際線旅客を対象とする以下の2方式によるアンケー

ト調査を行っている．

なお，解析においては，旅行目的に対する回答収集サ

ンプル数が100以上の空港のみを解析の対象としている．

また，空港別に100サンプル以上の回答が得られていな

い質問項目を解析の対象から除外している．

（1）空港調査

各空港の出発ゲートにおいて，出発空港および到着空

港に関する28項目にに対するアンカー・ラベル付きの5段

階評価（5：Excellent 4：Very Good 3：Good 2：Fair

1：Poor）を回答する質問票を配布する方法としている．

（2）航空会社調査

航空会社調査は，空港調査の調査票と同じ形式で標

記されたコアとなる9の質問項目を含んだ質問票を配布

するものであり，以下の2方式による．

・前もって選定した国際便搭乗者に空港搭乗口で質問票

を配布する方法

・機内で配布する方式

なお，調査票は日本語を含む19カ国語に対応している．

（3）参加空港

調査への参加は空港側の判断によるものであり，2002

年調査の参加空港（51空港）の地域別，旅客数別構成は

表―11のとおりである．

この中で，アジア・太平洋地域の空港は，ソウル（仁

川），北京，香港，マカオ，バンコク，クアラルンプール，シ

ンガポール，デュバイ，シドニーの9空港である．

なお，成田国際空港は2000年からIATAの当調査とは

別途に独自の顧客満足度調査を実施している注6）．
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 規模

4千万人～

25百万～4千万人

15百万～25百万人

15百万人未満

合計 

欧州 
 

2
2
6

15
25

アジア 

太平洋  

0
4
4
1
9

アメリカ 
 

1
5
4
4

14

アフリカ 
 

0
0
0
3
3

合計 
 

3
11
14
23
51

地域 

■表―11 調査への参加空港の構成
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（4）評価方法および評価項目

評価は各項目の平均値で示されるが，当調査報告書で

は，アンケート項目，アンケート票，回答状況（配布数，回

答状況（回収率，解答者傾向等）），解析方法等の詳細に

ついては記述されていない．解析結果が公表されてい

るコア9項目は，航空会社の関与が及ばない領域を中心

としたものであり，項目とその概要は以下のとおりである．

① 総合評価

空港の総合評価（平均値）を，レジャー客・ビジネス客

別，空港規模別に示している．

② 経路の分かり易さ

IATAのこれまでの調査結果にもとづけば，総合評価

にとってこの「経路の分かり易さ」は最も優先度の高い項

目であり，特にビジネス客にとって重要な項目となっいる

とともに，不慣れなレジャー目的旅客の不安の解消にと

っても重要であるものとしている．

③ 乗り継ぎの容易さ

航空会社のグローバル・アライアンスの形成，ネット

ワーク・オペレーションの円滑化にとって，「乗り継ぎの容

易さ」は重要な要件であるとしている．

④ 空港スタッフの丁重さ・親切さ

あらゆるビジネス環境同様に，空港においても質の高

いサービスの提供にとって“ヒューマン・ファクター”は極

めて重要な要件であり，空港によってはスタッフの意欲

向上を図るプログラムを有しているとしている．

⑤レストラン/飲食店

空港での安全性対策の高まりとともに旅客にとって空

港での滞在時間が増加しており，旅客にとって最低限の

満足を与えるだけでなく，空港にとって大きな収入源と

なっている．なお，当項目の評価は他に比べ最も低い評

価となっており，今後の改善余地が高い分野であるとし

ている．

⑥ ショッピング施設

空港の免税売店は旅客の購買意欲を高め，空港経営

にとっては直接的な収入源として重要な役割を有してい

るとしている．

⑦ 待合室/搭乗口での快適性

空港での安全性対策の高まりに伴う空港での滞留時

間の増加は，旅行者への圧迫感から開放する環境が求

められるとしている．

⑧ アクセス/イグレス交通サービス

空港へのアクセス交通施設は政府の投資状況，人口

の分布状況，旅行者の形態等によって影響され，空港に

とっていまだに課題となっている事項である．交通サー

ビスは空港へのアクセス利便性を高め，空港の利用圏域

の拡大に寄与するものであるとしている．

⑨ 駐車場施設

過去10年で旅客需要が増大しているのに対し，駐車場

の施設能力に限度があり，また一朝一夕には増大できる

ものではない．駐車場施設は空港のアクセス利便性を向

上させるばかりでなく，非航空部門の収入増にとって寄

与するものとしている．

5――おわりに

本論は，空港経営に関連する関係者間の監督，調整等

におけるサービスに対する評価の意義について考察し

つつ，空港サービスの質的評価に関連する世界的な状

況を把握する観点から主な事例を紹介したものである．

これらの事例から，空港経営の第一義的目的が一定

水準のサービスを提供することであり，その上で効率的

かつ健全な財務的運営を行うことが求められるとする観

点から，空港サービスに対する客観的透明性のある評価

が空港経営関係者にとって有用なものとして認識されて

いることが確認された．

しかし，事例によって指標内容に異なる傾向がみられる．

すなわち，バンクーバー国際空港の事例では，対象が

空港経営全般に渡り内容が広範・多岐であるため，パ

フォーマンスの1分野であるサービス分野の指標は簡明

なものが求められる傾向がみられる．また，項目も，旅客

の移動や航空会社のオペレーションにかかわるターミナ

ルの基本機能である移動に関連する項目をとりあげてい

る．さらに，ヒースロウ空港の運営に関してみられるよう

に，空港経営に対するインセンテイブ方法としてサービス

指標が用いられている例がみられる．

これらの一方で，ACIによる調査結果でもみられるよう

に，空港経営者にとっては航空会社やコンセッショネイアー

への対応，さらにはスタッフの運営現場への対応を考慮

し，サービス分野に限っても多項目となる傾向がみられる．

さらに，IATAによるGlobal Airport Monitorでは，航空会社

が直接行うサービス以外の分野を主な対象としている．

これらの相違はあるものの，各関係者にとって空港

サービスに対する質的評価が関心事項となっていること

から，サービスに対する質的評価に関し，関係者間で共

通する，総合的に統一化された指標が求められるところ

である．その際に，空港経営現場への反映方法への配

慮が肝要であることは言うまでもない．

本論が，空港経営のサービス提供において，関係者に

おける共通の認識・目標を形成し，円滑な協力・連携関

係を形成するための方法（ルール）を検討する上で参考

となれば幸いである．

最後に，空港経営における顧客満足度調査に関する
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貴重な資料，ご意見等をくださった成田国際空港の方々

にお礼申し上げます．

注

注1）本論で紹介した事例は，各者の立場を代表するものとして取り上げるもの

ではなく，わが国を対象とした議論にとって参考となることを念頭に置き，便

宜的に分類したものである．本論は事例自体を分類，位置づけることを目的

とするものではない．

注2）ヒースロウ空港等のプライス・キャップは，エアサイド側の着陸料，停留料，出

発旅客料からなるシングル・テイル収入をもとに，旅客当り換算した収入額の上

限値として定めており，CAAは公正取引委員会に対し，2003～08年のヒースロ

ウ空港のプライス・キャップを平均6.35ポンドとする意向を表明している38）．

注3）CAAによる報告書と当報告書へのBAAによる反論には罰則金の附加に対

する議論の理由は明記されていないが，この背景には，SLAsの実効性を担

保するために罰則金の附加が必要とするCAAの立場に対し，財務上の強制

を嫌うBAAの立場があるものと思料される．

注4）成田国際空港は2000年10月から利用者の満足度向上，サービス向上を図る

ための資料を収集するとともに，改善計画の策定に反映することを目的とし，旅

客によるサービスに対する「お客様満足度調査」を実施している．調査結果は組

織内に設けられた「サービス委員会」等をとおし，運営現場に反映されている．

注5）航空会社をクライアントとするロンドンの民間調査機関が，8分野55項目に

関する5つ星による満足度評価調査をインターネット等で行い，空港ランキン

グとしてWebに公開している例がある．ただし，分析方法等に関する詳細は

一般に公開していない．

注6）成田国際空港でのヒアリングによる．
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Quality of Service Criteria and Measurements for Airport Management

By Yosuke ONEDA and Shigeru KASHIMA

The mission of managing an airport is not only financial efficiency and soundness but also to ensure appropriate services,
accountability and transparency. The Administrative Assessment Method（AAM）is a framework for accomplishing the mission
of airport management. The service criteria and measurements are crucial factors for AAM. This study, reviews leading cases
in the world, aims to contribute to the discussion on the quality of service criteria and measurements at airports as an assessment
method framework for airport management.
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